
番号 頁 所管課 施設の名称 件　名
指摘・
意見の
区分

内　容 改善措置

3 54

管財課 旧出水国府県
宿舎

Ⅰ－２　公有財産
の管理に係る事務
について
　貸付契約につい
て

指摘 　現在熊本市道として使用されているが、使用に関する貸付契約がなされてい
ない。早急に貸付契約を締結すべきである。

【実施済み（H27）】　市道として使用されている普通財産を譲与する方
針に基づき、熊本市と協議を行い、平成27年12月に県有地譲与契約を
締結、翌１月に所有権移転登記が完了した。

12 91

住宅課 県営住宅万日
山団地

Ⅰ－２　公有財産
の管理に係る事務
について
　有効活用につい
て

意見 　万日山の傾斜地にあたることから長期間低利活用の状況が続いており、植
樹をするなどして管理しているが、隣接する住宅課所管の県営住宅花岡山団
地貸付地（5,665.57㎡）及び企画振興部地域振興課所管の万日山（72,799.34
㎡）と合わせ万日山を一体として公園化を検討するなど、熊本駅周辺整備計
画の中で今後の利活用法を検討すべきである。

万日山公園として活用するため、平成２７年度に企画振興部地域振興
課に、所管替えを実施した。

平成２４年度  包括外部監査結果に係る措置状況

※内容欄は平成２４年度包括外部監査報告書から抜粋しているため、詳細は当該報告書を参照のこと


